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。



衆
議
院
議
員
伴
野
豊
君
提
出
特
定
産
業
廃
棄
物
に
起
因
す
る
支
障
の
除
去
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
期
限
の
延
長
に

関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

�
に
つ
い
て

環
境
省
に
お
い
て
は
、
毎
年
度
、
都
道
府
県
等
の
協
力
の
下
で
、
産
業
廃
棄
物
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
を
い
う
。
）
の
不
法
投
棄
及
び
不
適

正
処
分
（
以
下
「
産
業
廃
棄
物
の
不
法
投
棄
等
」
と
い
う
。
）
の
残
存
件
数
及
び
残
存
量
に
つ
い
て
、
産
業
廃
棄
物
の
不
法

投
棄
等
の
開
始
時
期
及
び
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
の
状
況
に
関
す
る
区
分
ご
と
に
把
握
す
る
こ
と
等
を
目
的
と
し
た
調

査
を
行
っ
て
い
る
。

平
成
二
十
年
度
に
行
っ
た
、
平
成
十
九
年
度
末
時
点
の
実
態
を
把
握
す
る
た
め
の
調
査
に
お
い
て
は
、
特
定
産
業
廃
棄
物

に
起
因
す
る
支
障
の
除
去
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
八
号
。
以
下
「
産
廃
特
措
法
」
と
い
う
。
）

の
対
象
で
あ
る
平
成
十
年
五
月
以
前
に
開
始
さ
れ
た
産
業
廃
棄
物
の
不
法
投
棄
等
の
う
ち
、
生
活
環
境
の
保
全
上
支
障
又
は

そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
さ
れ
た
も
の
が
八
十
三
件
、
七
百
五
万
四
千
四
百
二
十
六
ト
ン
、
支
障
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
な
い
と

さ
れ
た
も
の
が
百
三
十
七
件
、
八
十
万
四
千
五
百
十
九
ト
ン
、
支
障
の
有
無
が
不
明
確
と
さ
れ
た
も
の
が
三
十
四
件
、
四
十

一



八
万
八
千
五
百
三
十
ト
ン
、
産
廃
特
措
法
の
対
象
外
で
あ
る
平
成
十
年
六
月
以
降
に
開
始
さ
れ
た
産
業
廃
棄
物
の
不
法
投
棄

等
の
う
ち
、
生
活
環
境
の
保
全
上
支
障
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
さ
れ
た
も
の
が
百
二
十
三
件
、
四
十
七
万
二
百
五
十
五

ト
ン
、
支
障
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
な
い
と
さ
れ
た
も
の
が
八
百
七
十
五
件
、
八
十
六
万
四
千
六
百
八
十
二
ト
ン
、
支
障
の
有

無
が
不
明
確
と
さ
れ
た
も
の
が
二
百
二
十
三
件
、
百
八
万
九
千
二
百
三
十
ト
ン
、
開
始
時
期
が
不
明
な
産
業
廃
棄
物
の
不
法

投
棄
等
の
う
ち
、
生
活
環
境
の
保
全
上
支
障
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
さ
れ
た
も
の
が
百
五
十
一
件
、
百
七
十
二
万
三
千

四
百
二
ト
ン
、
支
障
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
な
い
と
さ
れ
た
も
の
が
九
百
五
十
九
件
、
二
百
五
十
八
万
六
千
十
四
ト
ン
、
支
障

の
有
無
が
不
明
確
と
さ
れ
た
も
の
が
百
六
十
八
件
、
百
二
十
五
万
五
千
八
百
二
ト
ン
で
あ
っ
た
。

�
に
つ
い
て

環
境
省
と
し
て
は
、
産
業
廃
棄
物
の
不
法
投
棄
等
の
開
始
時
期
及
び
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
の
状
況
に
関
す
る
よ
り

詳
細
な
調
査
を
今
年
度
に
実
施
し
た
上
で
、
当
該
調
査
の
結
果
も
踏
ま
え
、
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
限
り
そ
の
効
力

を
失
う
産
廃
特
措
法
の
有
効
期
間
の
延
長
も
含
め
、
生
活
環
境
の
保
全
上
支
障
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
産
業
廃
棄
物
の
不

法
投
棄
等
に
対
す
る
今
後
の
方
策
に
つ
い
て
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

二


